
 

県立鹿児島特別支援学校 いじめ防止基本方針概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間指導計画】 
月 児童生徒関係 保護者・職員関係 検証関係 

4 
いじめ問題を考える週間 

歓迎集会 

いじめ防止基本方針のＨＰへの掲載 

係会等 
 

5 児童生徒総会、運動会 

いじめアンケート、心の健康観察 

校内研修 職員の意識調査 アンケート分析 

教育相談まとめ 6 保護者との教育相談 

7 指導講話（各学部）  １学期の取組と総括 

8  

外部講師を招聘しての研修 

保護者との教育相談（希望者） 

生徒指導委員会 

教育相談まとめ 

２学期の取組確認 

9 
いじめ問題を考える週間 

教育相談、心の健康観察 
携帯・ネット利用実態調査 教育相談まとめ 

10    

11 学習発表会            

12 指導講話（各学部） 

保護者との教育相談（中３） 

生徒指導委員会 

 

教育相談まとめ 

２学期の取組の総括 

３学期の取組確認 

1 心の健康観察 
職員の意識調査 

保護者との教育相談（高３）、係会等 
教育相談まとめ 

2  保護者との教育相談（中３、高３以外） 教育相談まとめ 

3 
お別れ集会（６年生を送る会） 

一年間を振り返る、指導講話(各学部) 

いじめ防止対策委員会 

生徒心得のＨＰへの掲載 

年間総括 

次年度取組の確認 

（年間計画は年度によって変更あり） 

学校の目標 
教職員・児童生徒共に、人権や共生に関する意識の更なる向上を目指し、いじめの未然防止及び早

期発見、早期解決を進める。 

いじめ防止対策委員会 

校内組織 【生徒指導委員会】 
校長、副校長、教頭、事務長     
生徒指導主任（各学部）、主事、支援部主任、養護教諭 
学園・施設連携係、校内支援係、各チーフ、該当担任 
（必要に応じて、寄宿舎代表、看護師等） 

外部関係機関等 
学校関係者評価委員 

関係学園の担当者 

心理・福祉の専門家 

※ 生徒指導委員会をベースに、必要

に応じて外部の関係者の意見を聞け

るようにする。 

ＰＴＡとの連携 

○ 学級ＰＴＡ 
○ 学年ＰＴＡ 
○ 学部ＰＴＡ 
○ ＰＴＡ総会 

学校の取組 

○ 未然防止 
・ 児童生徒会によるいじめ防止活動、交

流及び共同学習、実習及び放課後活動

等、体験活動を活用した人間関係作り 
・ 校内研修の実施 

○ 早期発見 
 ・ アンケート、学校楽しぃーと、ＳＮ

Ｓチェックシート、心の健康観察の実

施 
 ・ 家庭訪問、教育相談、個別面談等 
○ 対処 
 ・ 被害者、加害者への適切なケア及び

指導 
 ・ 生徒指導アドバイザーの活用 

県教委との連携 

○ 指導主事の派遣及び助言 
○ いじめ問題対応チームの

派遣及び助言 
○ 研修等への講師招聘 

関係機関との連携 

○ 警察 
○ 児童相談所 
○ 市役所保健福祉局等 
○ 相談支援事業所 



県立鹿児島特別支援学校いじめ防止基本方針 

 

１ 学校の目標 

 教職員・児童生徒共に、人権や共生に関する意識の更なる向上を目指し、全ての児童生徒が安

心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう学校がチームとなって組織的

にいじめの未然防止及び早期発見、早期解決を進める。 

 

２ いじめの定義 

「いじめ防止対策推進法」 

（定義） 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する 

 学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的 

 又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。） 

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に 

 規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除 

く。）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、 

未成年後見人）をいう。 

  

具体的ないじめの様態（例） 

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる等 
 ・ 不快に感じるあだ名をつけられ、しつこく言われる。 
 ・ 容姿や言動について、不快なことを言われる。 
 ・ 「消えろ」「死ね」「殺す」などと存在を否定される。 
○ 仲間はずれや集団による無視をされる等 
 ・ 遊びや活動の際、集団の中に入れない。 
 ・ わざと会話をしない。 
 ・ 席を離す、避けるように通る。 
○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする等 
 ・ 遊びと称して、よく技をかけられたり、叩かれたりする。 
 ・ ぶつかるように通行する、通行中に足をかけられる。 
○ ひどくぶつかられたり叩かれたり、蹴られたりする等 
 ・ 叩かれたり、蹴られたりすることが繰り返される。 
 ・ プロレスごっこ、ボクシングごっこ等と称して、暴力をふるう。 
○ 金品をたかられる等 
 ・ 脅されてお金や品物を要求される。 
 ・ 筆記用具を何度も貸しているが返却されない。 
○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 
 ・ 靴を隠される。 
 ・ 持ち物を取られ、傷をつけられる、ゴミ箱に捨てられる。 
○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする等 
 ・ 机や壁に誹謗中傷を書かれる。 
 ・ 人前で衣服を脱がされる。 
 ・ 脅されて万引き等をさせられる。 
○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等 
 ・ ＳＮＳに誹謗中傷や事実と異なることを書かれたり、個人情報や見られたくな

い写真を掲載されたりする。 
 ・ いたずらや脅しのメールを送られる。 
 ・ ＳＮＳのグループからわざと外される。 

 

 

 



３ いじめ防止対策委員会 

  校内におけるいじめ問題への対応は、生徒指導委員会を主体とした組織で行う。実際の事案対

処には、学部生と指導委員会であたり、構成メンバーは、学部生活指導係、学部主事、校内支援

係、生徒指導主任、管理職、養護教諭で、いじめの事案により、各担任、寄宿舎担当職員、看護

師等がメンバーに加わる。 

 重大事案として認められる場合は、校長、教頭、事務長、各学部生徒指導主任、各学部主事、

校内支援係チーフ、該当課程チーフ、関係職員（担任、寄宿舎担当職員等）からなる「県立鹿児

島特別支援学校いじめ防止対策委員会」を招集する。外部関係者の協力を得る場合については、

いじめの状況により、既存の学校関係者評価委員、学園連絡会の各学園の担当者、県教育委員会

、警察、児童相談所等の外部専門家を含めて組織する。［Ｐ９生徒指導上の問題発生マニュアル

参照］ 

 

４ 委員会の役割 

  委員会での決定に従って、実際の取り組みは生活指導係が中心になって行う。 

 【未然防止】 

・ いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい、いじめを許さない環境作りを行う役割 

 【早期発見・事案対処】 

  ・ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割 

  ・ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動な

どに係る情報の収集と記録、共有を行う役割 

  ・ いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含む）

があった時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係児童生徒に対するア

ンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握といじめか否かの判断を行う役割 

  ・ いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定

と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割 

  ※ 重大事案発生の際は、県教委に設置される調査組織との連携を行う。 

 【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】 

  ・ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実施・検証・修

正を行う役割 

  ・ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめ防止等に係る校内研修を企画

し、計画的に実施する役割 

  ・ 学校いじめ防止基本方針が本校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を

行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割（ＰＤＣＡサイクルの実行を含む） 

 

５ いじめ防止に向けての具体的な取組 

⑴ 児童生徒関係 

  ア 児童生徒会活動の充実 

   (ｱ) 児童生徒会執行部による、いじめ撲滅宣言の募集、啓発活動 

   (ｲ) ６月を「いじめ防止月間」として、児童生徒会各専門部でいじめ防止に向けた取組の実

施（校内放送での啓発、あいさつ運動の積極的実施など) 

  イ 児童生徒が、気軽に相談できる機会の設定 

   (ｱ) ４月、９月のいじめ問題を考える週間、９月に行う児童生徒との教育相談 

     (ｲ)  ５～６月に行ういじめ問題等に関するアンケートの実施 

   (ｳ) ５月、９月、１月に行う１人１台端末等を活用した｢心の健康観察｣の実施 

(ｴ) その他、連絡帳や日ごろの担任や教科担当との関わりの場 

  ウ 体験活動を活用した人間関係づくり 

   (ｱ) 交流及び共同学習 

   (ｲ) 産業現場等における実習 

   (ｳ) 放課後活動 



⑵ 職員関係 

  ア 職員の資質向上 

   (ｱ) ５～６月、１月にいじめに対する意識調査の実施 

   (ｲ) いじめ防止基本方針に関する校内研修の実施 

   (ｳ) 外部講師を招聘しての研修会や講演の実施 

   (ｴ) 教育センター主催の短期研修講座等への積極的参加 

  イ 授業の実践及び検証 

   (ｱ) 道徳教育、人権教育の充実（いじめ問題を考える週間でのいじめや命に関する授業の全

学級での実施） 

    (ｲ) 情報モラル教育の充実（指導講話等） 

   (ｳ) 学級活動の充実（学校楽しぃーとの活用） 

⑶ 啓発活動及び外部機関との連携 

  ア 啓発活動 

   (ｱ) 「かごしま教育ホットライン２４」、「かごしま子どもＳＮＳ相談・通報窓口」県総合

教育センターにおける相談の周知 

   (ｲ) ネットいじめ対策啓発資料配付 

   (ｳ) 保護者への啓発資料配布 

   (ｴ) 学校ホームページ等へのいじめ防止基本方針の提示 

  イ 外部機関との連携 

   (ｱ) 学校関係者評価委員会との連携 

   (ｲ) 学園連絡会との連携 

   (ｳ) 警察、児童相談所等との連携 

   (ｴ) ネットパトロール等との連携 

 

６ いじめ事案発生時の対応 

⑴ 連絡体制の確立 

      いじめの疑いもしくはいじめ事案を確認できた職員は、速やかに担任及び当該児童生徒の

所属する学部の生徒指導主任へ報告を行う。担任は児童生徒等への聞き取りを行い、生徒指導

主任は、学部主事、教頭、校長へ速やかに連絡を行い、学部職員を中心とした生徒指導委員会

（学部いじめ防止対策委員会）を招集する。 

   重大事案として認められた場合は、生徒指導委員会（いじめ防止対策委員会）を招集し、い

じめの状況により必要に応じて外部委員への協力依頼を行い、いじめ解決へ向けた取組を行

うものとする。 

⑵ 配慮事項 

  ア 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 

  イ 被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長

を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。 

  ウ 対応の在り方について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との

連携の下で取り組む。 

  エ いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援及び、いじめを行った児童生徒に

対する指導又その保護者に対する助言を継続的に行う。 

  オ いじめを受けた児童生徒の保護者といじめを行った児童生徒の保護者との間で争いが起

きることがないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有する。 

 

 

 

 

 

 



７ 重大事態への対処 

⑴ 重大事態の意味と事態例 

○ 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき 

 ・ 児童生徒が自殺を企図した場合 

 ・ 身体に重大な傷害を負った場合 

 ・ 金品等に重大な被害を被った場合 

 ・ いじめにより転学等を余儀なくされた場合 

 ・ 精神性の疾患を発症した場合 等 

○ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき 

 ・ 不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、児童生徒が一定期間、連

続して欠席しているような場合には、この目安に関わらず、迅速に着手。 

○ その他の場合 

 ・ 児童生徒や保護者から「いじめられて重大な被害が生じた」という申し立てが

あったとき 

⑵ 重大事態の報告 

   重大事態を認知した場合は、直ちに県教育委員会へ報告・相談し、対応する。 

⑶ 調査の実施 

   いじめ防止対策委員会により調査を行い、 

  ・ いつ(いつ頃から) 

  ・ 誰から行われ 

  ・ どのような態様であったか 

  ・ いじめを生んだ背景事情 

  ・ 児童生徒の人間関係にどのような問題があったか 

  ・ 学校・教職員がどのように対応したか 

などの事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。 

  ア いじめられた児童生徒からの聞き取りが可能な場合 

   (ｱ) いじめられた児童生徒から十分に聴き取る。 

   (ｲ) 在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。 

(ｳ) いじめた児童生徒に対しては、調査による事実関係の確認をするとともに、指導を行

い、いじめ行為を止める。  

   (ｴ) これらの調査を行うに当たっては、事案の重大性を踏まえて、県教育委員会の指導・支

援を積極的に受けると共に、関係機関とも適切に連携し対応に当たる。 

  イ いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合 

   (ｱ) いじめられた児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後

の調査について協議し、調査に着手する。 

   (ｲ) 在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。 

⑷  調査結果の提供及び報告 

  ア 適切な情報提供 

    いじめを受けた児童生徒及び保護者、また、いじめを行った児童生徒及び保護者に対して

情報を適切に提供する。その際、個人情報保護法や児童生徒のプライバシー、人権に配慮し

つつ行う。 

  イ 調査結果の報告 

    調査結果については県教育委員会へ報告を行う。その際、アの説明の結果を踏まえて、い

じめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又は

その保護者の所見をまとめた文書を報告書に添付する。 



 

参考資料 

いじめられている子どもの出すサイン   （※）印は、無理にやらされている可能性のあるもの 

学 校 生 活 家 庭 生 活 

生活場面 観察の視点 観察の視点 

朝の会
 □ 遅刻、欠席が増える。 

□ 出席確認の際、声が小さい。 
□ 表情がさえず、うつむきかげん。  

□ 表情が暗くなり、何か考え
事をしている。  

□ 落ち着きがなくなり、おど
おどする。  

□ よくため息をつく。突然、
涙を流す。  

□ 理由をはっきり言わない
アザ・傷がある。  

□ 食欲がなく、元気がない。 
□ 友達と遊ばなくなり、家に

閉じこもりがちになる。  
□ 友達関係が変化している。 
□ 知らない友達からの電話

があり、不自然な外出が増え
る。  

□ 携帯電話・スマートフォン
の着信音をとても気にする。 

□ 急に無口になったり、「死
にたい。」ともらしたりする。 

□ 学習意欲をなくし、勉強が
手につかない。  

□ 朝になると体調不良を訴
え、登校を渋る。  

□ 「転校したい」等と言い出
す。  

□ 家庭から品物やお金を無
断で持ち出す。  

□ 言葉遣いが荒くなり、言う
ことを聞かない。  

□ 買ったおぼえのない物を
持っている。  

□ 与えた以上のお金を持っ
ている。  

□ 帰宅した時、衣服の汚れや
破れがある。  

□ 教科書やノートに落書き
をされたり、破られたりして
いる。  

□ お金の使い方が荒くなり、
使いみちを言わない。  

□ 持ち物が頻繁になくなっ
たり、壊されたりする。  

□ 必ずフィルタリングを設
定する。  

□ 時々、子どものスマート
フォン等の機器をチェック 
するなど、使い方を見守る。 

□ 使ってもよい時間やサイ
トなどの家庭内のルールを  

 決める。  
 

授業の 

開始時 

□ 涙を流した気配が感じられる。 
□ 一人だけ遅れて教室に入る。 
□ 忘れ物が多くなる。  
□ 用具、机、椅子などが散乱している。  
□ 周囲が何となくざわついている。  
□ 席を替えられている。  

授業中
 

□ 筆圧が弱くなる 
□ 頭痛、腹痛などを頻繁に訴え、保健室によく

行くようになる。  
□ ひどいアダ名で呼ばれる。  
□ いじりやからかいを受けている。  
□ 正しい答えを冷やかされる。  
□ 不まじめな態度で授業を受ける。（※）  
□ ふざけた質問をする。（※）  
□ グループ分けで孤立しがちである。  
□ テストを白紙で出す。（※）  

休み時間
 

□ 一人でいることが多い。 
□ わけもなく階段や廊下等を歩いている。 
□ 用もないのに職員室等に来る。 
□ 仲良しでない者とトイレに行く。(※) 
□ 遊びの中でいつも同じ役をしている。  
□ 集中してボールを当てられる。  
□ 遊びやゲームで負けることが多い。 

給食時
 

□ グループ分けで孤立しがちである。  
□ 好きな物を級友に譲る。（※）  
□ 食べ物にいたずらをされる。  
□ その子どもが配膳すると嫌がられる。  

清掃時 
□ 目の前にゴミを捨てられる。 
□ 人の嫌がる仕事を一人でする。（※）  
□ さぼることが多くなる。（※）  

放課後 

□ 衣服が汚れたり髪が乱れたりしている。  
□ 顔にすり傷や鼻血の跡がある。  
□ 用事がないのに残っている日がある。  
□ 他の子どもの荷物を持って帰る。（※）  
□ 部活動に参加しなくなる。  
□ 急いで一人で帰宅する。（※）  

その他 

□ 教科書やノートにいやがらせの落書きをさ
れたり、やぶられたりしている。  

□ 刃物など、危険な物を所持する。  
□ 靴、傘など持ち物を隠される。  
□ うつむきがちで視線を合わさない。  
□ 寂しそうな暗い表情をする。  
□ 独り言を言ったり、急に大声を出したりす

る。  
□ 日記、作文、絵画などに気にかかる表現や描

写が表れる。  
□ 教材費、写真代などの提出が遅れる。  
□ 言葉遣いが荒れた感じになる（※）  
□ 校則違反、万引きなど問題行動が目立つよ

うになる。（※）  
□ くつ箱の中にいやがらせの手紙が入ってい

る。  
□ 飼育動物や昆虫などに残虐な行為をする。  

 



 

生徒指導上の問題発生対応マニュアル（いじめ等も含む）  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

審議の必要のない事例 

審議が必要な事例 

担任・生活指導係・養護教諭 

を中心に指導 

いじめ防止対策委員会 
（生 徒 指 導 委 員 会） 

※必要に応じて外部関係者も 

全校児童生徒への指導 

警察・関係機関との連携 

PTA との連携 

児童生徒への指導 

職員への報告 保護者・関係機関との連携 

担任 教科担当等 
・行動など、危険な場合は止める。（他の児童生徒の安全確保） 
・落ち着くために、別室に入るなど対策をとる。 

担任による聞き取り 
・時間、場所など必ず文章で記録する。 
・他に目撃した生徒などから聞き取りを行う。

① 問題発生  

④ 学部生徒指導主任及び学部主事へ報告  

教頭へ報告  

③ 事実確認 

協議内容（例）  
・経過報告  
・指導方針についての協議  
・特別指導の場合  

出席停止・懲戒について  
指導の期間・内容・通告等  

⑤ 学部生徒指導委員会 ※１ 

＊ 担任、生活指導、課程 

学年部等で対応  

※１あ学部生徒指導委員会（必要に応じて招集） 
学部生徒指導主任、生徒指導係、学部主事 
校内支援係、養護教諭、該当担任 
他関係職員（管理職、他学部生徒指導主任他） 

あああ・ 迅速な対応が必要な場合は、より少人数あ

あああ の関係者による協議も考えられる。 

あああ・ 「いじめ」の場合は、学部いじめ防止対あ

あああ 策委員会として機能する。 

管理職（教頭・校長）へ報告 

学部主事が管理職 

（教頭・副校長・校長）

へ報告 

教育委員会へ報告 

調査組織の設置 

⑥ 対応 

対応 

関係する児童生徒への指導 保護者対応 

※生活指導係は関連ファイルを閲覧して状況把握を行う。

（個人ファイル，指導の記録ファイル等）  

＊主事と生徒指導主任の連携 
必要に応じて関係の係等へも連絡 
（校内支援、副主事、養護教諭など）

審議が必要な事例のうち重大事態として認められる場合

(いじめ防止対策推進法 28 条に該当) 

＊被害児童生徒のケアも含む（養護教諭） 

② 学部生徒指導主任又は学部主事へ報告  ←



鹿児島県「学校におけるいじめ・問題行動等の支援体制図」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員 

TEL：０９９－２４４－５６５２（永吉正昭） 

地域住民の見守り・相談・支援 

 

中央児童相談所 

TEL：０９９－２６４－３００３ 

虐待・非行・障害等の相談・対応 

 

鹿児島特別支援学校 
○学校いじめ対策組織等の構築 

○いじめ防止対策委員会、生徒指導委員会 

＜事例の内容に応じて関係者を招集して審議＞ 

 

警察署・交番・スクールサポーター 

中央警察署 TEL：０９９－２２２－０１１０ 

吉 野 交 番TEL：０９９－２４３－２９８４ 

 

スクールソーシャルワーカー（福祉面） 

福祉関係機関との連携、サポート体制の構築 等 

 

県警察本部人身安全・少年課少年サポートセンター  

TEL：０９９－２０６－０１１０ 

いじめ、家出、不良行為等の相談・対応 

 

県精神保健福祉センター 

TEL：０９９－２１８－４７５５ 

自殺予防、引きこもり、精神面の問題への相談・対応 

 

県総合教育センター 

教育相談課 (099-294-2788) 

○いじめ・不登校等、子供に関する相談 

特別支援教育研修課 (099-294-2820) 

○障害やつまずきのある子供等の相談 

スクールカウンセラー（心理面） 

子供の心のケア、教員・保護者への助言 等 

 

被害者・加害者 

悩み等を抱えた 

児童生徒 

市町村教育委員会 

鹿児島市役所 児童福祉関係課 

TEL：０９９－２１６－１２６０（こども福祉課） 

要保護、貧困、虐待、児童相談所への送致 

 

県 PTA 連合会 

TEL：０９９－２０６－１０７２ 

子育て、家庭教育等の相談 

 

かごしま子ども・若者総合相談センター 

TEL：０９９－２５７－８２３０ 

不登校、ひきこもり等の相談 

県教育委員会 

・ホットライン２４ 

・ＳＮＳ相談 

・県政出前セミナー 

・専門家派遣 

・ＳＯＳの出し方教育 

・生徒指導等研修 等 県
立
学
校 

心のケア 

鹿児島市生活自立支援センター 

TEL：０９９－８０３－９５２１ 

不登校・学校生活困難な子供への訪問支援 

 

要保護児童対策地域協議会（要対協） 

要保護児童等に関する情報の交換や支援、今後の対応等に

ついて関係機関と協議（虐待、ネグレクト、ヤングケアラー等） 

 鹿児島市障害者基幹相談支援センター 

TEL：０９９－２２６－１２００ 

障害等の相談、助言（障害者虐待） 

 

 

 中川クリニック（精神科） 

TEL：０９０－２５２－２９２８ 

学校医：中川 潔 

 

鹿児島地方法務局人権擁護課 

県人権擁護委員連合会 

TEL：０１２０－００７－１１０ 

子供に関するいじめ、人権問題全般の相談（子どもの人権１１０番） 

 

県弁護士会 

TEL：０９９－２２６－３７６５ 

法律相談、いじめ防止・法教育授業の実施 

 

教
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員 
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者 


